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令和７年度 伊那市インターンシップ実施要領   

１．対  象 

受入れを行うインターンシップ実習生（以下「実習生」）は、以下の要件を満たす

者とする。 
１）短期大学、大学、大学院、高等専門学校（４年生以上）、専門学校等の学生で

あり、令和８年度または９年度に卒業・修了予定の方  
２）原則として伊那市在住者、出身者、県内学校在学生で、卒業後伊那市役所ま

たは伊那市内に就職を希望している者 
２．受入期間 令和７年８月１８日（月）～８月２６日（火） 
３．受入人数 若干名 

４．受入 
プログラム 

企画部地域創造課、市民生活部生活環境課、商工観光部観光課・商工振興課・南

アルプス課、教育委員会学校教育課・教育環境整備課、農林部、建設部 ほか 
※別紙、インターンシッププログラム案のとおり 

５．実習生の身分 
職員の身分は付与しない。 
※賃金、報酬、手当および交通費その他の費用の支給なし 

６．実習費用 無料。ただし、交通費、食費、保険等については実習生の負担とする。 
７. 学生情報 

取扱い 

市がインターンシップを通じて取得した学生情報は、市の判断により採用選考活

動に活用できるものとする。 

７．申込期間 令和７年６月９日（月）~６月３０日（月） ※郵送の場合は必着のこと 

８．申込方法 
  受入選考 

１）申込書（様式１）を総務課へ提出 
２) 応募者多数の場合は、書類選考のうえ受入者を決定。 
※応募者数が受入れ人数に満たない場合でも、書類選考（対象要件・志望動機 
等）により、受入不可とする場合がある。 

９. 受入結果 

  書類提出 

１）選考後、受入可能な場合は、決定通知書（様式２）を本人あてに通知 
（郵送・メール） 
２）決定通知書を受領後、速やかに次に掲げる書類の提出を行うこと 
 ①学生証の写し等（在学中であることを証明するもの） 
②誓約書（様式３） 

 ③インターンシップ保険（災害傷害保険、賠償責任保険）の加入を証明する書

類の写し 

10. 実習後報告 
実習後２週間以内に、アンケート（様式４）及びレポート（様式５または任意様

式）を総務課まで提出すること。 

11. 留意事項 

  遵守事項 

１）実習中は実習に専念し、指導者の指示に従い、積極的な姿勢で臨むこと。 
２）市の信用を傷つけたり、不名誉となるような行為をしたりしないこと。 
３）実習中に知り得た個人情報等については、実習中はもちろん実習終了後も一
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切外部に漏らしてはならない。また、実習生は実習で得た内容を論文等で外部

に発表するときは、事前に伊那市長に許可を得なければならない。 
４）市民に不快感・不信感を与えないよう、服装や言葉遣いに十分配慮すること。 
５）実習生が本要領に従わない場合他、市が実習を継続しがたいと判断した場合

は、実習を打ち切ることができるものとする。 
６）実習の欠勤・遅刻は、正当な事由がある場合以外はこれを認めない。また、

体調不良等やむを得ない場合でも、必ず実習開始前に連絡を入れること。 
７）実習生が故意または過失により市及び市民等第三者に損害を与えた場合は、

市の指導や管理に過失がない限り、実習生が責任を負うものとする。 

12. 問い合わせ 

（書類提出先） 

伊那市総務部総務課 庶務係 

   住 所 〒396-8617  長野県伊那市下新田 3050 番地 
   電 話 0265-78-4111（内線 2112） FAX 0265-74-1250 

E-mail sou@inacity.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


